
令和元年 11 月 25 日 

年末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について

足元の景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復していま

す。先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くな

かで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されますが、通商

問題を巡る緊張、中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱の行方等の海外経済の動向や

金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留

意する必要があります。また、令和元年台風第 19 号など相次ぐ自然災害の経済に与

える影響に十分留意する必要があります。 

このような現下の状況のもと、地域経済も含めた経済の好循環の更なる拡大の実

現に向けて、金融機関においては、より一層、金融仲介機能を発揮し、成長分野等

への積極的な資金供給や経営改善・体質強化等の支援に取り組むことが重要です。 

金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、当庁

としては、年末、更にはそれ以降の、中小企業・小規模事業者の資金繰りに万全を

期す必要があると考えております。 

また、金融機関は、円滑な資金供給にとどまらず、それぞれの借り手の経営課題

に応じた適切な解決策を提案し、その実行を支援していくことが求められています。 

今般、別添（写）のとおり、中小企業庁長官からも、中小企業・小規模事業者に

対する年末における金融の円滑化について、周知徹底の要請があったところです。 

ついては、貴協会傘下金融機関に対し、下記の周知徹底をお願いいたします。 

記 

（１）中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、中小企業・小規

模事業者から相談があった場合は、その実情に応じてきめ細かく対応し、適切

かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。 

   とりわけ、政府において持続的な経済成長に向けた賃金・最低賃金の引上げ

を推進していることを踏まえた資金需要に、適切に対応すること。 



（２）昨年４月から新たな信用補完制度の運用が始まったことも踏まえ、信用保証

を含め、担保・保証や財務内容等の過去の実績に必要以上に依存することなく、

今まで以上に、事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融資やコンサルテ

ィングを行い、企業や産業の成長を支援すること。 

（３）必要に応じ、地域経済活性化支援機構、日本人材機構、中小企業再生支援協

議会、事業引継ぎ支援センター等の外部機関や外部専門家とも連携しつつ、コ

ンサルティング機能を十分に発揮し、それぞれの借り手の真の意味での経営改

善が図られるよう積極的に支援（円滑な事業承継に向けた支援を含む）を行う

こと。 

（４）「経営者保証に関するガイドライン」が融資慣行として浸透・定着していくた

めに、中小企業・小規模事業者等の顧客に対し、積極的に本ガイドラインの周

知を行うとともに、活用状況について自主的な開示の推進を検討すること。 

あわせて、事業承継時に新・旧経営者から二重で個人保証を徴求している割合

は低下傾向にあるものの、改善の余地があることを踏まえ、事業承継時を含め、

本ガイドラインの更なる活用に努めること。 

（５）近年、大規模な自然災害が複数発生していることに鑑み、被災者の生活・事

業の再建に向けて、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

等の活用に向けた周知・広報・利用相談を含め、被災事業者・個人の状況やニ

ーズに応じたきめ細かな対応を行うこと。 

（６）上記（１）から（５）までの取組みについて、営業現場の第一線まで浸透さ

せ、組織全体として、積極的に取り組むこと。 

以 上


